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第１章 経営戦略策定の趣旨 

下水道は、市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて

公共用水域の水質の保全に資するために欠かすことが出来ない公共性、公益性

の高い重要な都市基盤施設です。 

 本市の下水道事業は、昭和２１年の南海地震による地盤沈下により満潮時に

は海水が逆流するようになり、その浸水対策を目的として昭和２６年に認可を

受け事業に着手し、順次計画面積を拡大し整備を進めました。その後、急激な

経済成長と産業の発展で都市環境は著しく悪化し、本格的な下水道建設が強く

要請されるに至り、都市の環境保全と抜本的な公共用水域の水質保全を図るべ

く昭和４５年１２月、下水道法の一部改正により「公共用水域の水質の保全に

資する」ことが目的に追加され、公共下水道は終末処理場を有するものでなけ

れば認可されないことになりました。これにより数回の認可変更を経て整備推

進を図り、八幡浜処理区は平成２４年度に３５９ha、保内処理区は平成２９年

度に１８６．３ha の面整備が完了しました。また、真穴処理区は平成１５年度

に２６．４ha、喜木津処理区は平成１２年度に１０．３ha、磯崎処理区は平成

５年度に２２．７ha の面整備が完了しています。 

令和４年度末現在、下水道の人口普及率は、７７．２％、水洗化率は、    

８７．７％となっており、今後は、維持管理や改築更新に重点を置いた経営の

時代に入り、令和元年度に策定したストックマネジメント計画に基づいた計画

的な施設の改築更新に着手しています。 

 一方、少子高齢化の進行等に伴う人口減少、生活様式の多様化、省資源化、

経済成長の鈍化等、社会の潮流は転換期を迎えており、これらは下水道事業の

今後の経営にも大きな影響を及ぼし始めています。 

 この経営戦略は、経営環境の変化に適切に対応し、一層の経営基盤強化を図

ることにより、今後も市民に下水道サービスを持続的・安定的に提供していく

ための指針として策定するものです。 

  

 

１ 経営戦略の位置づけ 

 本市は、人口減少、施設の老朽等、経営環境が厳しさを増す中、下水道サー

ビスを持続的・安定的に提供していくために、平成２６年８月に総務省通知の

「公営企業の経営にあたっての留意事項について」に基づき、平成２９年度か

ら令和８年度の１０年間を計画期間とする「経営戦略」を策定し、経営基盤強

化と財政マネジメントの向上に取り組んできました。また、平成２７年１月の

総務省通知「公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事項」の要請に基づ
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八幡浜市下水道事業経営戦略（平成２９年度～令和８年度）

八幡浜市下水道事業経営戦略（令和５年度～令和１４年度）

・令和元年度

公営企業会計移行

（財務適用）

・平成29年度
面整備完了

・令和元年度

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定

見

直

し

「公営企業の経営に当たっての留意事項について」

（平成２６年８月総務省通知）

き、令和元年度には、地方公営企業法の財務適用を行ったところであり、本市

におけるこれらの経営環境の変化に対応するため、現状と将来見通しを踏まえ、

現行の「経営戦略」を見直し新たに策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 計画期間 

 

 令和５年度～令和１４年度（１０年間） 

  

本経営戦略における投資・財政計画（収支計画）の策定期間は、令和５年度

から令和１４年度までの１０年間とします。これは、総務省から１０年以上の

計画を策定することが求められていることを前提としつつ、長期的な見通しに

は不確実性（国の制度変更、本市の財政状況の変動等）を伴うことを勘案した

ものです。 
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第 2 章 下水道事業の現状と課題 

１ 下水道事業の役割 

 下水道は、市民の環境衛生の向上や都市の健全な発達に寄与し、あわせて公

共用水域の水質保全に資するために欠かすことが出来ない公共性、公益性の高

い重要な都市基盤施設です。 

 下水道の主な役割としては、汚水の処理、雨水の排除（浸水の防除）、公共用

水域の水質の保全という大きな３つの役割があります。 

 

（１）汚水の排除（生活環境の改善） 

 ア 生活あるいは生産活動に伴って生じる汚水を速やかに排除し、悪臭や、

害虫の発生防止及び感染症の発生を予防します。 

 イ 便所の水洗化を通じて衛生的で快適な生活環境を確保します。 

 

（２）雨水の排除（浸水の防除） 

降った雨水を、下水道を通じて河川等に速やかに排除したり、貯留・浸透し

たりすることにより、浸水の防除を行います。 

特に近年は、都市化の進展、多発する局地的大雨により、従来よりも雨水の

流出量が増え、浸水区域が拡大しており、下水道の整備・維持が不可欠となっ

ています。 

 

（３）公共用水域の水質の保全 

生活排水や工場排水を中心とする汚水を下水道管路で処理場に集め、適切に

処理することにより、河川・海域等の公共用水域の水質汚濁を防止し、豊かな

自然環境を保全します。 

 

２ 下水道の概要 

 本市の下水道事業には、公共下水道事業（略称：公共）、特定環境保全公共下

水道（略称：特環）、漁業集落排水事業（略称：漁集）、公共浄化槽等整備事業

（略称：浄化槽）の４つの事業があります。 

このうち、令和２年度に経営戦略を策定した公共浄化槽等整備事業を除いた

３つの事業について、今回経営戦略を見直します。 

 

（１）公共下水道事業 

  公共下水道事業は、国土交通省所管の事業で主として市街地における下 

 水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道です。 
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事業名
特定環境保全

公共下水道事業

処理区 八幡浜 保内 公共（計） 真穴 磯崎
喜木津
広早

漁集（計）

供用開始年度 S60.3.31 H18.4.28 H15.4.2 H5.8.1 H4.8.1

整備面積 359.0ha 186.3ha 545.3ha 26.4ha 22.7ha 10.3ha 33.0ha

整備率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

行政区域内人口 19,421人 10,033人 29,454人 1,047人 310人 148人 458人

処理区域内人口 15,871人 6,547人 22,418人 1,013人 310人 148人 458人

処理区域内
人口密度

44.2人/ha 35.1人/ha 41.1人/ha 38.4人/ha 13.7人/ha 14.4人/ha 13.9人/ha

管渠延長 119,715ｍ 45,452ｍ 165,167ｍ 12,064ｍ 4,181ｍ 7,434ｍ 11,615ｍ

処理場
八幡浜浄化
センター

保内浄化
センター

2箇所
真穴浄化
センター

磯崎浄化
センター

喜木津浄化
センター

2箇所

法適（全部適用・一部

適用）非適の区分

公共下水道事業 漁業集落排水事業

法適用（一部適用）　※平成31年4月1日から地方公営企業法の財務規定等を適用

  本市では現在、市域を終末処理の３処理区（八幡浜処理区・保内処理区「公

共下水道区域」、真穴処理区「特定環境保全公共下水道区域」）に区分し、そ

れぞれの処理区において、汚水等を処理しています。また、八幡浜処理区に

ついては、一部合流式を採用していることから雨水の排除も行っています。

その他、汚水マンホール中継ポンプ場が３８箇所、雨水ポンプ場が３箇所あ

ります。 

 

※ 特定環境保全公共下水道事業 

  特定環境保全公共下水道事業は、公共下水道事業の内、農山漁村の生活環境の改善を

図るための下水道で処理対象人口が１万人以下の小規模下水道です。 

 

 （２）集落排水事業 

  集落排水事業は、農林水産省所管の事業で、公共下水道区域外の農漁村に 

おける、し尿、生活雑排水等の汚水を処理するものです。本市には、現在 2

地区（磯崎・喜木津）の漁業集落排水処理施設があります。    

 

各事業の概要（表２-1）                令和 5 年 3 月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行政区域内人口には公共浄化槽等整備区域内人口も含む 
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■下水道処理区域図（令和５年４月１日現在） 
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３ 下水道事業の現況 

 本市の公共下水道事業は、昭和２６年に浸水対策を目的に着手し、その後の経

済成長に伴って工場排水、家庭排水により川と海の汚れが進んだため、昭和  

４５年の下水道法一部改正により、終末処理場を有する本格的な下水道事業に

移行し、八幡浜処理区においては昭和６０年３月の八幡浜浄化センター完成と

同時に供用を開始しました。その後は、合流区域から分流区域への拡大整備を

積極的に進めてきました。 

 また、平成７年度からは、真穴地区を特定環境保全公共下水道として事業に

着手し、平成１５年４月に供用を開始しており、現在は整備を完了しています。 

 その後、平成１７年３月２８日の市町合併により、旧八幡浜市の八幡浜処理

区、真穴処理区及び旧保内町の保内処理区の３処理区を新たに公共下水道処理

区とするとともに、平成１８年４月からは、旧保内町で整備された漁業集落排

水事業を下水道課で管理するようになりました。 

 平成２４年度には、八幡浜処理区の全体計画３５９ha の面整備が完了し、整 

備率１００％となりました。また、保内処理区は、第２期、第３期計画におい

て処理区域の見直しを行い、認可面積を１８６．3ha に変更し、第３期計画区

域は合併浄化槽等整備区域に変更しました。これにより、平成２９年度、保内

処理区汚水施設の面整備の完成をもって公共下水道事業の整備が完了しました。 

 雨水対策事業としては、宮内地区において、平成５年度から「都市下水路整

備事業」に着手し、平成１６年度末に宮内川東地区雨水ポンプ場の整備が完了

しました。また、平成３０年 7 月豪雨により、保内町神越地区が浸水したこと

から、保内処理区の公共下水道区域に雨水計画を追加し、下水道事業として令

和２年度に事業計画の認可を受け、令和９年度を目標とする雨水対策事業を実

施しています。 

 なお、公共下水道事業は、特別会計で経理していましたが、令和元年度から

地方公営企業法の一部を適用し、企業会計方式を導入すると同時に、漁業集落

排水事業と公共浄化槽等整備事業も会計統合しました。 

 この結果、終末処理場３施設、漁業集落排水処理施設２施設を所有すること

になりました。 

 令和４年度末現在、管渠延長１８９km、汚水処理区域内人口２３，８８９人、

普及率は７７．２％となっています。 

 

（１）下水道の普及状況 

  令和４年度末の市全域における普及率は、公共下水道事業７２．４％、  

特定環境保全公共下水道事業３．３％、漁業集落排水事業１．５％となり、

３事業の合計で普及率は７７．２％となっています。その他、合併処理浄化
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槽（市設置型以外含む）が１１．９％で、全人口に占める汚水等の処理人口

の割合を示す生活排水処理人口普及率は８９．１％となっています。 

  残りの１０．９％は、公共下水道整備区域の縮小に伴う、公共浄化槽等整

備区域としたことによる各戸の設置条件によるものや、地形条件等の理由に

よる整備困難区域で、それらを除けば概ね下水道の整備は完了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水洗化の状況 

  令和４年度末の水洗化率は、公共下水道事業８７．４％、特定環境保全公

共下水道事業９２．８％、漁業集落排水事業９１．３％となり、３事業の合

計で水洗化率は８７．７％となっています。水洗化人口は本市の人口減少に

伴い減少しており、今後も引き続き減少は続くものと予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.2% 

 
74.3% 
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（３）使用水量の状況 

  下水道使用料の対象汚水量である有収水量の推移を比較すると、公共下水

道事業の八幡浜処理区の合流区域では不明水の侵入が多く、有収率は平成 

２５年度から４０％前後で推移しており極端に低い状況が続いています。 

また、その他の処理区については、ほぼ１００％と高い値を維持しています。 

  有収水量を水洗化人口と１年間の日数で除した、一人一日あたりの使用水

量は、平成２５年度の使用水量と比べても各事業とも大きな変化はみられず、

これまでは節水意識や節水機器の普及による影響はあまり出ていないものと

推測されます。 
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有形固定資産減価償却率　（表２－７） （％）
R１年度 R２年度 R３年度 R４年度

53.67 54.82 55.96 56.85

29.23 20.78 23.54

49.09 51.62 53.87 55.74

24.68 21.36 22.79

58.77 60.17 61.57 62.62

28.97 20.14 23.17　類似団体平均

公共下水道事業

　類似団体平均

特定環境保全公共下水道事業

　類似団体平均

漁業集落排水事業

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※平成 27 年度は 2 カ月検針に移行した影響による減 

 

 

（４）老朽化の状況 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを

示す有形固定資産減価償却率をみると、それぞれの事業において５０％を超

えており、全国類似団体平均と比較しても高い数値となっています。 

この数値からも分かるように、本市においては、法定耐用年数に近い資産

が多いことが明らかであり、今後、改築更新に多額の費用がかかることが予

想されます。 
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ア 管渠の状況 

  令和４年度末の事業全体の管渠延長は、約１８９km に達していますが、そ

のうち公共下水道事業については、昭和６０年度から平成２０年度までの間

に集中的に下水道の整備を行ったこともあり、今後、改築更新費用が集中す

ることが見込まれます。 

また、特定環境保全公共下水道事業や漁業集落排水事業は、当面は改築更新

する予定はありませんが、改築更新時期は同様に集中するものと予想されます。 

 

■公共下水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特定環境保全公共下水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計 約 165km 

累計 約 12km 

R4 

R4 
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処理場の概要　（表２－１１）

事業名 施設名 運転開始 現在処理人口
処理能力

（m3/日最大）

八幡浜浄化センター S60.3.31 14,725 人 16,500

保内浄化センター H18.4.28 4,860 人 3,800

特定環境保全
公共下水道事業

真穴浄化センター H15.4.2 940 人 760

磯崎浄化センター H5.8.1 288 人 185

喜木津浄化センター H4.8.1 130 人 98

公共下水道事業

漁業集落排水事業

令和5年3月末現在

■漁業集落排水事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 処理場の状況 

  本市には、公共下水道事業として八幡浜浄化センター、保内浄化センター、

特定環境保全公共下水道事業として真穴浄化センター、漁業集落排水事業と

して磯崎浄化センター、喜木津浄化センター、の５処理場が稼働しています。 

その中でも最大の処理能力がある八幡浜浄化センターは、昭和６０年の運転

開始から３８年が経過しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計 約 12km 

R4 
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ポンプ場の概要　（表２－１２）

施設名 運転開始
処理能力
（m3/秒）

矢野橋雨水ポンプ場 H9.4.1 1.894

神越第２ポンプ場 H20.6.1 1.500

宮内川東地区雨水ポンプ場 H17.4.1 3.000

※宮内川東雨水ポンプ場は都市下水路整備事業（一般会計）

令和5年3月末現在

（５）雨水排水対策の状況 

  都市化の進展に伴う雨水流出量の増大と近年多発する集中豪雨による都市 

 型浸水被害の増大が全国的な課題となっていますが、本市も例外ではなく、 

 宅地開発地域における浸水被害が発生しており、その対策には多大な費用と 

期間を要します。                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

※保内町神越地区の浸水状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月豪雨時の浸水被害 
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■公共下水道使用料（特環も含む）（表２－１３） （単位：円）

水量 使用料 水量 使用料

H27.10.1 一般汚水 ８㎥ 920 ９㎥～１０㎥ 136

１１㎥～２０㎥ 159

２１㎥～３０㎥ 176

３１㎥～４０㎥ 194

４１㎥～５０㎥ 212

５１㎥～ 224

湯屋汚水 ８㎥ 920 ９㎥～１０㎥ 136

１１㎥～２０㎥ 159

２１㎥～３０㎥ 176

３１㎥～ 50

※税抜

■小規模下水道使用料（漁集）（表２－１４） （単位：円）

水量 使用料 水量 使用料

１１㎥～１５０㎥ 70

１５１㎥～３００㎥ 120

３０１㎥～ 170

※税込

■１ヵ月20㎥当たり家庭使用料（税込）（表２－１５）

※令和5年3月末現在

特定環境保全
公共下水道事業

3,060円

漁業集落排水事業

3,530円

消費税分
の引上げ

2,830

改定年月日
（施行日）

種別

使用料

改定率基本分 超過分

R1.10.1 一般汚水 １０㎥

使用料

公共下水道事業

3,060円

11.2%

改定年月日
（施行日）

種別

使用料

改定率基本分 超過分

（６）経営の状況 

 ア 使用料体系の概要・考え方 

  本市の下水道使用料体系は、基本使用料と使用（従量）料金で構成された

逓増型の使用料体系となっており、各事業の使用料体系は以下の表のとおり

となっています。 

なお、下水道使用料（公共・特環）は、平成２７年１０月に平均１１．２％

の改定をし、令和 4 年度末現在で約４．5 億円（税込）の収益となっていま

す。 
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※平成 28 年度は使用料改定に伴う増。平成 30 年度は企業会計移行に伴う打切り決算による減。  

  

 

イ 繰入金の状況 

一般会計繰入金については、総務省通知による繰出し基準に基づく「基準内

繰入金」と、それ以外の基準に基づかない「基準外繰入金」があり、毎年多額

の繰入金を一般会計から繰入れている状況です。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

※令和元年度は企業会計移行に伴う打切り決算による増。 

 

（税込） 

使用料改定

後 
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ウ 経費回収率の状況     

  経費回収率とは、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えている

かを表した指標であり、１００％以上である必要があります。数値が１００％

を下回っている場合は、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄わ

れていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削

減が必要となります。 

本市では、平成２７年度に平均１１．２％の公共下水道使用料の改定を行い、

経費回収率が改善していましたが、その後、全ての事業において１００％を下

回っている状況が続いており、不足する収益については一般会計からの繰入金

に頼らざるを得ない状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 企業債残高の状況 

    令和４年度末の企業債残高は、３事業で約６６億円と年々減少傾向にあり

ます。また、処理区域内人口１人当たりの企業債残高は、平成２５年度末の

約４７万円から令和４年度末で約２８万円に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

使用料改定後 
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（７）組織の状況 

  下水道課の職員数は、平成１７年３月２８日の市町合併による新市発足時

の１８名をピークに減少し、平成２９年度保内処理区の面整備完成時には、

過去最低の８名と１０名減少しました。 

その後、施設更新・老朽化対策事業、雨水整備事業、災害対策事業等新時代

に向けた多くの課題に取り組む必要があるため、徐々に職員数も増員し、令和

4 年度は 11 名となっています。 

  今後は、ベテラン職員の退職に伴う技術継承・組織の脆弱化が懸念されて

います。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※浄化槽担当・会計年度任用職員は除く 
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① 公共下水道事業 （表２－２１）

類似団体平均

R1 R2 R3 R4 R3

経営の健全性 経常収支比率（％） ↑ 124.38 132.77 119.07 113.18 106.22

累積欠損金比率（％） ↓ 0.00 0.00 0.00 0.00 18.01

流動比率（％） ↑ 4.49 11.98 9.52 23.31 59.40

企業債残高対事業規模比率（％） ↓ 356.41 327.18 306.24 304.85 747.84

経営の効率性 経費回収率（％） ↑ 70.78 84.43 74.58 70.75 90.17

汚水処理原価（円） ↓ 235.23 196.33 221.74 233.35 173.17

施設利用率（％） ↑ 85.74 88.96 82.53 81.00 56.43

水洗化率（％） ↑ 85.38 86.11 86.53 87.36 91.07

老朽化の状況 有形固定資産減価償却率（％） ↓ 53.67 54.82 55.96 56.85 23.54

管渠老朽化率（％） ↓ 0.00 0.00 7.87 8.37 1.50

管渠改善率（％） ↑ 0.00 0.03 0.11 0.09 0.15

視点 項目
望ましい

方向

八幡浜市

４ 経営比較分析表を活用した現状分析 

（１）経営指標 

   令和４年度末の各事業の経営指標を類似団体平均値と比較すると、次の 

とおりとなります。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経常収支比率は概ね良好ですが、これは多額の繰入金を一般会計から繰り入

れていることによります。また、短期債務に対する支払能力を表す流動比率が

低く、今後も経営の健全化を図る必要があります。企業債残高対事業規模比率

は、使用料収入に対する企業債残高の割合であり、面整備が終了したことによ

り企業債残高が減少傾向にあるため類似団体と比べると低い数値となってい

ます。 

本市は、小規模自治体でありながら施設数が多く広範囲にあることから、多

額の維持管理費を要することに加え、人口減少等により使用料収入と有収水量

は微減を続けているため、経費回収率は１００％を下回り、汚水処理原価は、

類似団体平均を上回っています。 

昭和２６年に浸水対策として下水道事業に着手し、合流区域の施設の老朽化

が進んでいるため、有形固定資産減価償却率、管渠老朽化率はともに類似団体

平均を上回っています。また、保内処理区の面整備を優先してきたため管渠改

善率は平均を下回っており、今後は、管渠の老朽化対策も必要であることを示

しています。 
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② 特定環境保全公共下水道事業 （表２－２２）

類似団体平均

R1 R2 R3 R4 R3

経営の健全性 経常収支比率（％） ↑ 144.64 145.53 149.49 126.42 106.09

累積欠損金比率（％） ↓ 0.00 0.00 0.00 0.00 69.42

流動比率（％） ↑ 2.90 7.39 8.56 13.01 43.07

企業債残高対事業規模比率（％） ↓ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,163.75

経営の効率性 経費回収率（％） ↑ 77.27 72.71 64.36 60.58 72.60

汚水処理原価（円） ↓ 200.09 213.79 241.77 257.00 228.64

施設利用率（％） ↑ 29.21 29.47 28.42 30.00 42.28

水洗化率（％） ↑ 90.65 90.79 91.61 92.79 84.34

老朽化の状況 有形固定資産減価償却率（％） ↓ 49.09 51.62 53.87 55.74 22.79

管渠老朽化率（％） ↓ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

管渠改善率（％） ↑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

八幡浜市
視点 項目

望ましい

方向

③ 漁業集落排水事業 （表２－２３）

類似団体平均

R1 R2 R3 R4 R3

経営の健全性 経常収支比率（％） ↑ 120.41 129.34 120.94 111.85 99.89

累積欠損金比率（％） ↓ 0.00 0.00 0.00 0.00 163.84

流動比率（％） ↑ 20.91 23.54 32.97 85.71 59.66

企業債残高対事業規模比率（％） ↓ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056.55

経営の効率性 経費回収率（％） ↑ 61.72 69.39 65.60 56.08 40.00

汚水処理原価（円） ↓ 328.12 281.55 299.87 353.61 437.27

施設利用率（％） ↑ 46.29 48.76 46.29 45.58 28.77

水洗化率（％） ↑ 90.57 91.31 90.99 91.27 78.90

老朽化の状況 有形固定資産減価償却率（％） ↓ 58.77 60.17 61.57 62.62 23.17

管渠老朽化率（％） ↓ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

管渠改善率（％） ↑ 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01

視点 項目
望ましい

方向

八幡浜市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経常収支比率は１００％を超えていますが、流動比率は類似団体平均を極端

に下回っており、一般会計からの繰入金に依存している状況が続いています。

また、経費回収率も１００％を下回っているため、使用料の見直しを図る等経

営の健全化を図る必要があります。 

平成１５年に供用開始したことから、比較的施設は新しく、管渠については

改築更新を行っていませんが、令和元年度からはストックマネジメント計画に

則り、マンホールポンプの更新に着手しています。 
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●各指標の解説

項目

経常収支比率

累積欠損金比率

流動比率

企業債残高対事業規模比率

経費回収率

汚水処理原価

施設利用率

水洗化率

有形固定資産減価償却率

管渠老朽化率

管渠改善率

解説

当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や

支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標であり、単年度の収支が黒字で

あることを示す100％以上となっていることが必要である。

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利

益剰余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと）の

状況を表す指標であり、累積欠損金が発生していないことを示す0％であることが求めら

れる。

短期的な債務に対する支払能力を表す指標であり、１年以内に支払うべき債務に対し

て支払うことができる現金等がある状況を示す100％以上であることが必要である。

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標であ

る。

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用

料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す100％以上であることが必

要である。

有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費

の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標である。

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であ

り、施設の利用状況や適正規模を判断する指標である。

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割

合を表した指標である。当該指標については、公共用水域の水質保全や、使用料収

入の増加等の観点から100％となっていることが望ましい。

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、

資産の老朽化度合を示している。

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合を示して

いる。

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把

握できる。

経常収支比率は１００％を超えていますが、一般会計からの繰入金が総収益

の大半を占めており、経費回収率も６０％程度で推移していることから、使用

料の見直しを図る等経営の健全化を図る必要があります。 

有形固定資産減価償却率も年々増えており、磯崎浄化センター、喜木津浄化

センターについては、供用開始から約３０年が経過し、機械類の経年劣化が進

んでいます。なお、平成２８年度から処理場の修繕を計画的に行い、長寿命化

を図っています。 
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行政人口・水洗化人口の予測　（表３－２） 単位：人

R4年度末 R9年度末 R14年度末 R27年度末

行政人口 30,959 27,686 24,489 17,259

  令和4年度末比 － ▲ 3,273 ▲ 6,470 ▲ 13,700

公共下水道事業 19,585 17,983 16,325 11,955

  令和4年度末比 － ▲ 1,602 ▲ 3,260 ▲ 7,630

特定環境保全公共下水道事業 940 866 778 554

  令和4年度末比 － ▲ 74 ▲ 162 ▲ 386

漁業集落排水事業 418 387 345 244

  令和4年度末比 － ▲ 31 ▲ 73 ▲ 173

水洗化人口合計（3事業計） 20,943 19,236 17,447 12,753

  令和4年度末比 － ▲ 1,707 ▲ 3,496 ▲ 8,189

第 3 章 将来の事業環境 

１ 水洗化人口の予測 

水洗化人口は、本市の総人口の減少に合わせて、以下のグラフのとおり減少

するものと見込んでいます。 

なお、行政人口については、国立社会保障・人口問題研究所の将来設計人口

を参考にコーホート要因法を用いて推計し、水洗化人口は直近５年間の各事業

の水洗化人口の増加率を基に推計しています。 
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有収水量の予測　（表３－４） 単位：千m3

R4年度末 R9年度末 R14年度末 R27年度末

公共下水道事業 2,382 2,187 1,985 1,454

  令和4年度末比 － -195 -396 -928

特定環境保全公共下水道事業 85 79 71 50

  令和4年度末比 － -7 -15 -35

漁業集落排水事業 46 43 38 27

  令和4年度末比 － -3 -8 -19

合計（3事業計） 2,513 2,308 2,094 1,531

  令和4年度末比 － -205 -419 -982

２ 有収水量の予測 

１人１日当たりの使用水量は年度によって多少の増減はあるものの、過去

５年間を通してほぼ横ばいの状態が続います。1 人当たりの使用水量はほぼ

変わらないとしながらも、年間有収水量の予測値は、水洗化人口の減少に併

せて以下のように減少すると予想しています。     
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使用料収入の見通し （表３－６） （税込、単位：千円）

R4年度末 R9年度末 R14年度末 R19度末 R24年度末 R27年度末

421,376 394,109 357,761 317,699 284,090 262,005

　－ ▲ 27,267 ▲ 63,615 ▲ 103,677 ▲ 137,286 ▲ 159,371

14,724 13,707 12,310 10,796 9,555 8,766

　－ ▲ 1,017 ▲ 2,414 ▲ 3,928 ▲ 5,169 ▲ 5,958

10,639 9,588 8,549 7,474 6,609 6,061

　－ ▲ 1,051 ▲ 2,090 ▲ 3,165 ▲ 4,030 ▲ 4,578

446,739 417,404 378,620 335,969 300,254 276,832

　－ ▲ 29,335 ▲ 68,119 ▲ 110,770 ▲ 146,485 ▲ 169,907　令和4年度末比

漁業集落排水事業

　令和4年度末比

合計（3事業計）

公共下水道事業

　令和4年度末比

特定環境保全公共下水道事業

　令和4年度末比

３ 収入の見通し 

（１）下水道使用料 

令和４年度の３事業をあわせた使用料収入は約４．５億円ですが、現行の

使用料体系を維持した場合、減少の一途をたどり、令和１４年度には約３．

８億円、令和２７年度には約２．８億円になると見込んでいます。 

このように、水洗化人口の減少や節水機器の普及等により、下水道使用料

収入は年々減少し、厳しい経営環境になると予想されます。 
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（２）企業債 

企業債残高は、令和５年度から神越ポンプ場建設に着手することから、一時

期的に増加はしますが、令和４年度の６６億円から令和１4 年度には 49 億円

と約１７億円減少すると見込んでいます。ただし、今後、施設更新・老朽化対

策事業や雨水整備事業、災害対策事業等を予定しているため、将来的には残高

も徐々に増加するものと予想しています。なお、企業債借入額は原則として償

還額の範囲内とすることにより、投資と財政のバランスを図りながら事業を進

めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）一般会計からの繰入金 

  一般会計からの繰入金は、繰入基準の主なものが資本費（減価償却費・支

払利息等）に対するものであるため、企業債元利償還に比べ緩やかに減少し

ていくものと見込んでいます。今後は、一層の自助努力により繰入金の削減

を行い、独立採算制の基本原則に立脚した経営に努めます。 
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４ 施設の見通し 

 施設の見通しについては、昭和 60 年度から平成 20 年度までの間に集中的

に整備した施設が老朽化してきているため、令和元年度に策定したストックマ

ネジメント計画の中で検討を行っています。施設管理を計画的に行う目的は、

施設の機能低下及び故障停止並びに事故を未然に防止し、施設機能をいつでも

十分に発揮できるように施設を適正（計画的・経済的）に管理することであり、

この管理を通して施設の長寿命化を図り、施設の改築更新にかかる費用の低減

化と平準化を図ることが重要です。 

 

（１）管路施設 

  長期的な修繕・改築の事業量及び事業費の最適化を図るため、複数の長期

的なシナリオを設定し、「費用」、「リスク」、「執行体制」を総合的に勘案した

結果、「緊急度ⅠとⅡの改築を基本に段階的に投資額を増加する」シナリオ（表

３－9～11 参照）を採用し改築を進めています。 

なお、事業費の平準化に当たっては、他計画（下水道総合地震対策計画等）

の実施時期・投資額等を考慮したものとしています。 

 

表 3－９ 管渠事業量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リスク、経済性、効率性を考慮すれば「緊急度ⅠとⅡを改築するシナリオ」を採用する

ことが望ましいが、本市の現状では、当面の間、神越ポンプ場の新設や処理場の更新等に

多額の費用が必要であり、管渠の改築更新費用の確保が困難な状況であるため、「段階的に

投資額を増大させていくシナリオ」を採用。 

 

0.8 ㎞ 

1.5 ㎞ 
2.3 ㎞ 
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表 3－１０ 改築等事業費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－１１ 健全率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）処理場・ポンプ場施設 

処理場・ポンプ場施設の最適な改築シナリオを選定するために、各設備の管

理方法や目標耐用年数等を考慮した上で、複数の長期的な改築事業シナリオを

設定し検討した結果、本市としては「目標耐用年数（標準耐用年数の 1.5 倍）

を考慮し、年間投資額を当初 2 億円、2035 年（令和 17 年）より 3 億円、

2050 年（令和 32 年）より 5 億円を投資上限として改築する」との改築シ

ナリオを採用し改築を進めており、5～１０年後に見直しを行うこととしてい

ます。 

1 億円 

2 億円 
3 億円 
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表 3－１２ 投資額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－１３ リスクの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予算制約を考慮した改築シナリオ（リスク評価割合）（当初 2 億円、2035 年より    

3 億円、2050 年より 5 億円） 

 

５ 組織の見通し 

 平成１７年３月２８日の市町合併による新市発足時には、下水道課職員は 

１８名でしたが、その後の業務見直しに伴い職員数の削減に取り組んだ結果、

面整備が終了した平成２９年度末には８名となりました。しかし、施設の改築

更新事業の増加による再構築に向けた組織の拡充を図る必要が出てきたことか

ら、令和４年度には１１名（浄化槽担当・会計年度任用職員は除く）となって

います。 

今後も、新しい時代に向けた諸課題に対する安定的な経営の維持を図るため、

「八幡浜市定員適正化計画」に基づき、業務量に応じた適正な定員数の確保を

図ると共に、技術の継承をしていく必要があります。 

2 億円 

3 億円 

5 億円 
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６ 本市の課題 

  下水道事業の現状や今後の見通し、経営比較分析表を活用した現状分析を 

行った結果、本市の課題として、以下の４点があげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 人口減少による経営悪化 

・下水道使用料の減少による財源の悪化 

② 技術継承の懸念 

・職員数の減員及びベテラン職員の退職に伴う技術継承・組織の脆弱化 

の懸念 

③ 施設の老朽化に伴う改築更新費用の増大 

・耐用年数を超えた管路や施設の増加 

④ 地震・大雨等の自然災害に対する下水道施設の強靭化 

・集中豪雨等による浸水被害の増大 

・重要な下水道施設の耐震化を図る「防災」と、被災を想定して被害の

最小化を図る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策の必要性 

 

 

本市の課題 
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第４章 経営の基本方針 

 人口減少や少子高齢化の進行、生活様式の変化等社会構造の変化により下水

道使用料収入の減少傾向が続く中、昭和４９年に事業認可を受けた旧八幡浜市

公共下水道事業による合流管渠及び処理場等の施設・設備の老朽化が急速に進

むことから、施設更新・老朽化対策事業に多額の費用が必要となります。また、

近年多発している局地的大雨等に対応するため、保内処理区の雨水整備事業に

も多額の投資費用が必要となる等、今後の下水道事業を取り巻く経営環境は大

変厳しくなることが予想されます。 

 そこで、資産や経営状態を的確に把握し経営の透明化を図るために、令和元

年度から地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用し、公営企業会計を導入

しました。また、それに併せて「下水道事業経営戦略」の見直しを行い、今後

の経営環境の変化に適切に対応し、より一層の経営基盤の強化を図ります。 

 今後は、中長期的な視点で下水道事業全体の老朽化進行状況を捉えて、優先

順位をつけながら計画的に施設の改築及び自然災害に強い施設整備に向けた再

構築を図っていきます。 

これらを踏まえ、全ての市民に「安全で快適な下水道サービスを未来まで」

を基本方針とし、効率化・経営健全化の取り組みを進めていきます。 

 

 

＜基本方針＞ 

『安全で快適な下水道サービスを未来まで』 
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効率化・経営健全化の取組

経営基盤の強化 投資の合理化 危機管理体制の強化

投資・財政計画

投資試算 財源試算

【投資以外の経費】

反映

均衡

第５章 効率化・経営健全化の取組 

安全で快適な下水道サービスを持続的・安定的に供給するためには、下水道

施設の健全性を維持することが必要となります。 

一方、投資事業には多額の資金が必要になるため、その投資試算（投資の所

要額の見通し）と財源試算（下水道使用料等の財源の見通し）を均衡させるこ

とが非常に重要となります。 

そのため、下水道事業の徹底した効率化・経営健全化に取り組み、使用料収

入の確保や、事業運営にかかるコストを削減することで経営基盤の強化を図る

とともに、ストックマネジメント計画に基づく計画的、効率的な下水道施設の

改築更新やダウンサイジング等により投資の合理化を進める必要があります。 

また、近年勃発する自然災害や事故等の発生に備えた危機管理体制の見直し、 

強化も必要となります。 
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○施策の体系 

施 策 目 標 取 組 項 目 

１ 経営基盤の強化 (１) 組織の活性化と人材の育成 

(２) 効率的な組織の整備 

(３) DX 推進に向けた取り組み 

(４) GX 推進に向けた取り組み 

(５) 民間委託・ノウハウの活用 

(６) 処理区域内での水洗化率の向上 

(７) 収納率の向上 

(８) 資金管理・調達に関する取組 

(９) 不明水対策（有収率の向上） 

(10) その他経営基盤強化の取り組み 

２ 投資の合理化 (１) 計画的な投資と長寿命化  

(２) 広域化・共同化・最適化 

(３) 民間の資金・ノウハウの活用 

(４) 新技術の活用 

３ 危機管理体制の強化 (１) 危機管理等の体制整備 

(２) 施設の耐震化（耐水・耐津波）対策 

(３) 公共用水域の水質保全 

 

１ 経営基盤の強化 

（１）組織の活性化と人材の育成 

地方分権が進展する中、市民の行政に対する要望や期待は質・量ともに高ま

っています。「スリムな行政」を目指しながら、複雑多様化かつ高度化する行

政需要に的確に応えていくためには、職員一人ひとりの能力を伸ばしていくこ

とが必要です。将来の下水道事業を担う人材を育成するため、本市の人材育成

基本方針に基づき、職員一人ひとりの能力の向上や意識改革に取組みます。ま

た、職場外研修にも積極的に参加し、業務の実情に応じた人材を育成すること

により組織を活性化していきます。 

一般的に下水道関連部署の職員数については、全国的に減少傾向にあり、技

術の継承が課題となっています。一方、本市下水道事業においても普及拡大事

業が平成 29 年度に終了し、今後は、これまでの整備中心から管理・改築更新

中心の組織体制へと改めることになります。 
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＜主な取組み＞ 

 ・職員研修の実施 

 ・職場外研修への参加（計画・設計・会計実務） 

 ・各種資格取得によるスキルアップ 

 

（２）効率的な組織の整備 

下水道事業では、これまでも水道課への使用料徴収事務の委託、下水道施設

運転管理の民間事業者への業務委託の拡大や事務の見直しを行いつつ職員数

の削減に取り組む等、従前から事務・事業の合理化に取り組んできました。し

かし、面整備が終了し、今後はストックマネジメント計画に基づく施設の改築

更新事業の増加による再構築に向けた組織の拡充を図る必要が出てきました。

よって、外部委託を進めることにより組織の効率化が図られる一方で職員の技

術継承に支障をきたす懸念もあるため、技術継承と委託化の最適なバランスを

見極めることが重要となります。 

その他、多発する局地的大雨に対応した雨水排水等の治水対策を効果的・効

率的に進めるため、流域治水計画等河川事業との連携をより一層強化し、一元

的に雨水排水対策として、雨水整備事業を実施していきます。 

   

＜主な取組み＞ 

 ・他事業との連携強化による効率的な組織運営 

 

（３）DX（デジタルトランスフォーメーション）推進に向けた取り組み 

令和５年３月に策定された八幡浜市 DX 推進計画に基づき、下水道事業にお

いてもデジタル化（DX）を推進し、業務の効率化、経費削減、住民サービス

の向上等の取り組みを進めていきます。 

具体的には、下水道使用料収納のキャッシュレス化の調査・検討、統合型

GIS の活用、下水道企業会計システムのクラウド化を進めていきます。 

 

＜主な取組み＞ 

 ・下水道使用料収納のキャッシュレス化の調査・検討 

・統合型 GIS の活用による施設インフラの維持管理の効率化 

 ・下水道企業会計システムのクラウド化による業務の効率化 
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（４）GX（グリーントランスフォーメーション）推進に向けた取り組み 

本市では、令和４年６月に地球温暖化防止に向け「八幡浜市ゼロカーボンシ

ティ宣言」を表明し、カーボンニュートラル（脱炭素社会の実現）への本格的

な取組みを開始したところです。 

下水道分野においても、２０３０年度における温室効果ガス排出量を削減す

る中期目標が掲げられており、脱炭素に向けた対応を加速する必要があるため、

省・創・再生エネルギーへの取り組みや、現在民間施設において実施している

下水汚泥の肥料利用等について、近隣市町との連携を図るなど、先進事例を参

考に実現可能な取組みを検討します。 

 

＜主な取組み＞ 

 ・脱炭素に向けた実現可能な取り組みについて検討 

 

（５）民間委託・ノウハウの活用 

下水道事業では、これまでも下水道施設管理業務、下水道使用料徴収等の委

託を進め業務の効率化を図ってきました。 

今後も、「民間でできることは民間で」という考え方の下に、下水道施設の

管理委託の拡大、契約期間の見直しや、管路の調査・改築・維持管理、また、

包括的民間委託の実施等最適な手法を検討します。 

なお、検討に際しては、定員管理に基づき緊急時や災害時の体制、維持管理

や運転管理技術の継承とのバランスにも留意します。 

 

＜主な取組み＞ 

 ・下水道施設の管理委託拡大の検討 

 ・包括的民間委託の検討 

 ・ウォーターPPP の検討 

   

（６）処理区域内での水洗化率の向上 

下水道の処理区域内の水洗化は、公衆衛生の向上と地域の環境保全にも大き

く貢献するものですが、経済的な理由や建物の老朽化、空き家、世帯の高齢化

等の事情により、下水道に接続せずそのまま放置されている事例があります。

負担の公平性の確保のためにも、処理区域内での未接続家屋への啓発・水洗化

の促進を図る必要があります。また、集合住宅等の大口需要家への既設浄化槽

からの切り替えによる戸別訪問を実施し、接続促進を図ります。 

今後も未水洗家屋の実態調査や広報啓発、訪問指導等の手段により、処理区

域内で水洗化率の向上及び水洗化の促進に努めます。 
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下水道使用料の収納率の目標値 （表５－２）

R5年5月末 R10年5月末 R15年5月末

公共下水道事業 99.3％ 99.4％ 99.5％

　令和5年5月末比 － 0.1％ 0.2％

特定環境保全公共下水道事業 99.7％ 99.8％ 99.9％

　令和5年5月末比 － 0.1％ 0.2％

漁業集落排水事業 99.7％ 99.8％ 99.9％

　令和5年5月末比 － 0.1％ 0.2％

翌々月収納となるため5月末時点の収納率とした。

水洗化率の目標値 （表５－１）

R4年度 R9年度 R14年度

公共下水道事業 87.4％ 89.6％ 91.8％

　令和4年度末比 － 2.2％ 4.4％

特定環境保全公共下水道事業 92.8％ 94.8％ 96.1％

　令和4年度末比 － 2.0％ 3.3％

漁業集落排水事業 91.3％ 92.0％ 92.6％

　令和4年度末比 － 0.7％ 1.3％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な取組み＞ 

 ・処理区域内での早期接続・水洗化指導の継続 

  （未接続家屋・大口集合住宅の実態把握調査、戸別訪問・指導） 

 

 （７） 収納率の向上 

下水道使用者間の負担の公平性を図るとともに、下水道事業に要する経費

の財源を確保するため、下水道使用料等の収納率の向上に努めます。 

   

＜下水道使用料＞ 

   徴収事務を委託している本市水道課と連携を図り、収納率の向上、未収

金の減少に努めていきます。また、井戸水の使用調査に継続して取り組み、

使用料徴収の強化に努めます。 

 

＜下水道受益者負担金等＞ 

 未収対策として、催告書の送付、電話催告、戸別訪問等を行い未収金の

減少に努めます。 
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＜主な取組み＞ 

 ・未収金対策の継続（電話催告、戸別訪問等） 

 ・井戸水に対する使用料徴収強化の継続 

 

（８）資金管理・調達に関する取組み 

企業債（建設改良）は、下水道施設の受益世代と費用負担世代間の負担の公

平を確保するために必要とされますが、その償還は将来の下水道使用料収入を

原資とし、利子を付して償還することとなります。今後、ストックマネジメン

ト計画に基づき、施設の老朽化対策に取り組む必要がある状況を考慮すれば、

施設の更新等による新たな企業債の発行はやむを得ないことですが、下水道の

処理人口が減少し将来の使用料収入の減少が見込まれる中では、将来を担う世

代に過大な負担とならないよう、処理区域内人口１人当たりの企業債残高に留

意し、企業債残高の抑制を図ることが重要となります。そのため、計画的な起

債借入を行い企業債残高の削減に努めます。 

また、国庫補助金、企業債、一般会計からの繰り出し基準に基づき、繰入金

等の資金を停滞なく確実に調達し、資金不足が発生することのないように計画

的な資金管理に努めます。 

 

＜主な取組み＞ 

 ・計画的な起債発行による起業債残高の削減 

 

（９）不明水対策（有収率の向上） 

下水道管路からの不明水は、下水の処理経費がかさむ原因の一つとなります。

特に、本市の合流区域では、早期に下水道事業に着手したため老朽化したコン

クリート管が多いことから、不明水が多く有収率が低い原因となっています。 

今後も、有収率の向上を図るため、計画的に不明水調査を行うとともに、ス

トックマネジメント事業による管路の改築更新を通じて、費用対効果等を総合

的に検証し、効果的な不明水対策を実施します。 

 

＜主な取組み＞ 

 ・目視調査、流量計によるエリア調査等による原因調査及び対策 

 ・ストックマネジメント事業による老朽管の改築 
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（10）その他経営基盤強化の取り組み 

本市では、汚水処理により発生した汚泥等については、エネルギー利用でき

る規模の量が少ないため活用していないのが現状です。下水処理を行った後の

再生水についても施設内において一部再利用を行っていますが、今後は利用拡

大について、費用対効果等も考慮し検討を行います。 

 

＜主な取組み＞ 

 ・汚泥の有効利用の拡大 

 ・再生水の利用拡大の検討 

 

２ 投資の合理化 

（１）計画的な投資と長寿命化 

昭和６０年度から平成２０年度までの間、集中的に下水道の整備を行ったこ

ともあり、今後、施設の改築更新時期（耐用年数経過時）を迎え、多額の費用

が見込まれます。 

このため、ストックマネジメント計画に基づき、改築サイクルを延長した上

で改築更新費用の平準化を図り、老朽化した管路や処理場等の改築を計画的、

効率的に進めて行く必要があります。 

また、施設の更新に当たっては、過剰投資、重複投資とならないよう内容の

精査を行う等投資の合理化に取組みます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費の山を平準化 事業費の山を平準化 
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（２） 広域化・共同化・最適化 

令和4年度に愛媛県が取りまとめた「愛媛県汚水処理事業広域化・共同化計

画」に基づき、今後も南予ブロックの一員として、他ブロックや他都道府県で

の取組事例等の情報収集に努め、積極的に意見交換を行い共同化の見込みがあ

る事例があれば検討を行います。 

 

＜主な取組み＞ 

 ・愛媛県や近隣市町と連携を図りながら継続的な検討を行う 

・災害対応の広域連携を図る 

 

 

（３）民間資金・ノウハウの活用 

施設整備の資金調達から設計、施工、運営等を民間に委ねるＰＦＩの他都市

での導入事例を参考に、導入時の課題や導入の効果を研究し、下水汚泥の有効

利用や下水道施設の老朽化に伴う改築更新時期に合わせてＰＦＩ等導入の検

討を行う等、民間の資金・ノウハウの活用に努めていきます。 

   

＜主な取組み＞ 

 ・施設の改築更新に合わせたＰＦＩ等導入の検討 

 

 

（４）新技術の活用 

処理場やポンプ場の機器更新時に省エネルギータイプの機器の導入を行い

消費電力の削減に努めます。 

また、水処理方法や機械設備、情報通信技術、調査、施工等下水道事業にお

ける新技術の導入の可能性について研究します。 

 

＜主な取組み＞ 

 ・機器更新時に省エネルギータイプの機器を導入 
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３ 危機管理体制の強化 

  下水道事業は、公共用水域の良質な水質の確保や生命・財産を守る浸水対

策等、市民の日常生活に欠くことができない重要なサービスを提供している

ことから、防災・減災等の対策に取り組む必要があります。 

 

（１）危機管理等の体制整備 

自然災害や事故等の不測の事態により下水道施設が被害を受けた場合でも、

短期間で復旧できるようにするため、既存の下水道ＢＣＰ「八幡浜市下水道事

業業務継続計画」について、更なる検討を加え計画の充実を図ります。 

また、災害時等に迅速に対応できるよう高い危機管理能力を備えた体制作り

と職員の養成にも努めます。 

なお、大規模地震等により被災した自治体単独では対応できない下水道被害

が発生した場合に備えて、愛媛県、中四国ブロックの下水道事業における相互

支援体制の整備及び日本下水道事業団、日本下水道管路管理業協会との復旧支

援に関する協定を締結しています。 

その他、事故や災害発生時の外部委託業者との的確な対応体制を整備します。 

   

＜主な取組み＞ 

 ・「八幡浜市下水道事業業務継続計画」の検証及び見直し 

 ・大規模災害に備えた関係機関との情報伝達訓練の実施 

 ・高い危機管理能力を備えた職員の養成 

 ・事故や災害発生時の外部委託業者との的確な応援体制の整備 

 

（２）施設の耐震化（耐水・耐津波）対策 

下水道施設は、電気、ガス、水道とともに重要なライフラインの一つであり、

震災等により下水道施設の損壊による施設機能が停止した場合、道路陥没・交

通渋滞、排水不能により汚水・雨水が地表面に溢れる等、市民生活に甚大な影

響を及ぼします。 

  このため、引き続き施設の耐震化に取り組んでいきます。 

 

 ア 管渠の耐震化 

本市では平成 18 年度から下水道地震対策緊急整備事業により、重要な幹線

等に該当する管渠の耐震化を図りました。 

今後は、既計画のストックマネジメント事業による改築更新時に枝線を含め

た更なる耐震化を進めていきます。 

 



38 

 

 イ 処理場等の耐震化、耐水・津波対策 

八幡浜浄化センターの管理棟、機械棟、汚泥棟等の建築施設については、耐

震補強工事を実施し、耐震化率は 100％となりましたが、沈砂池や水処理施

設等の土木施設については、施設が地下部であるため耐震化対策が現状では困

難なこともあり対策が進んでいません。今後、ストックマネジメント計画及び

八幡浜市地域防災計画に基づき、施設の優先順位を定めたうえ、施設全体の改

築更新計画も踏まえ耐震化を図っていく予定です。 

一方、保内、真穴浄化センターについては、新耐震基準に基づき耐震化が図

られています。 

耐津波対策については、対策の重要度や社会に与える影響等を評価するとと

もに、費用対効果を加味した優先順位を設定し、ストックマネジメント計画に

伴う施設の改築計画や耐水化計画等の関連スケジュールを踏まえ実施方針を

決定していきます。 

   

＜主な取組み＞ 

 ・ストックマネジメント計画及び八幡浜市地域防災計画に基づく 

優先順位の設定 

 ・施設の改築更新を踏まえた耐震化の推進 

 ・社会への影響度、重要度、費用対効果、関連計画を踏まえた津波 

対策の実施方針の決定 

 

 

（３）公共用水域の水質保全 

  下水処理場から排出される放流水には、下水道法・水質汚濁防止法等によ

り排水基準が設けられています。本市においては処理場の放流水等の水質検

査を定期的に実施し、下水処理の運転が適性に行われ、排水基準が順守され

ているかの確認を行っています。 

また、特定事業場、除害施設の設置事業場については、届出時に排水処理施

設等の検査を行うとともに、立ち入り検査等の監視・指導を実施し、排水が排

除基準に適合しているかをチェックしています。 

   

＜主な取組み＞ 

 ・水質保全のための検査体制の充実  
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第６章 投資計画 

 本市は、昭和 26 年に浸水対策を目的とした下水道事業に取り組み、昭和 49

年には下水道法の改正により終末処理場を有する本格的な下水道事業に着手し、

以降順次整備を進め、平成 29 年には面整備が完了したところです。 

 今後は、中長期的な視点で下水道事業全体の老朽化進行状況を捉えて、優先

順位をつけながら計画的に施設の改築及び自然災害に強い施設整備に向けた再

構築を図っていきます。 

 これらを踏まえ、「安全で快適な下水道サービスを未来まで」を基本方針と

し、以下の３事業を最優先事業として進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 八幡浜市下水道事業計画平面図 
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投資額・人員等

 ①　老朽化の度合い

 ②　事故が発生した場合の

　　  重要度・影響度

管路改築更新

の優先順位

③ 下水道施設事業計画工程 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

管路 改築更新 700,000

処理場 改築更新 1,700,000

管渠 浸水対策 200,000

ポンプ場 浸水対策 2,100,000

下水道総合地震対策事業 処理場 地震・津波対策 900,000

5,600,000

R5～R14（10年間）

実

施

事

業

ストックマネジメント事業

雨水整備事業

合　　　計

事業名称等 箇所名等 事業内容
事業費総額

（千円）

v

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設更新・老朽化対策事業「ストックマネジメント計画」 

ア 管路改築更新の考え方 

   本市の下水道事業は、浸水対策を目的として昭和２６年より事業に着手

し、早期に供用開始した合流区域においては老朽化が進んでいます。 

管路の改築更新は、老朽化の度合いや事故が発生した場合の重要度・影響

度及び下水道事業全体の投資額、人員等を勘案し、優先順位を決定します。 

 

   

 

  

   上記の考え方から、本市の下水道事業では、下水道整備と施設ストック

の機能維持・改築更新を一つの枠組みで捉え、膨大な資産を戦略的かつ効

率的に管理運営していく手法として、令和元年度にストックマネジメント

計画を策定しています。 

  

    ※現在の計画期間：令和元年度～令和６年度（第１期計画） 

 

② 最優先事業 

（１）施設更新・老朽化対策事業「ストックマネジメント計画」 

（２）雨水整備事業「公共下水道雨水整備計画」 

（３）災害対策事業「下水道総合地震対策計画」 
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ストックマネジメントは、長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化

の進行状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行った上で、施設

の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適

化することを目的としています。 

   施設ごとの特性に応じた管理方法を定めることにより必要な補修・改築

更新を実施し、これにより以下のような効果が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

具定的には、老朽管を調査し、健全度に応じた順位づけをもとに改築更

新の対象となる管渠を選定します。 

調査をもとに選定した管渠は、部分補修、管更生、敷設替えを行った場

合のライフサイクルコストを比較検討し、管渠の改築更新を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・施設全体の安全性を確保し、良好な施設状態維持が可能となる 

・施設全体のライフサイクルコストの低減が図れる 

・適正かつ合理的な施設管理を実施する事が可能となる 

・事業費（年額）の更なる平準化が可能となる 

 

管渠の改築更新

部分補修

管更生

管布設替え

対象管渠の選定

ライフサイクルコスト

を比較検討

①老朽化した管渠

②重要路線（国道等）下の管渠
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単純更新（標準耐用年数 50 年で改築） ストックマネジメント計画実行による投資額の平準化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準耐用年数で更新した場合、50 年

周期で事業の「山」ができてしまう。 

ストックマネジメント計画の実行により良

好な施設状態の維持・コスト低減・合理的な

施設管理・事業平準化が可能となる。 
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機械等改築更新の

優先順位
老朽化の度合い 投資額・人員

※八幡浜処理区（合流区域）における管渠の更生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 処理場、ポンプ場の機器等改築更新の考え方 

   ストックマネジメント計画に基づき、老朽度の度合い、下水道事業全体

の投資額、人員等を勘案し、機器の改築更新の優先順位を決定します。 

 

  

 

 

具定的には、ストックマネジメント計画に基づき、調査結果や耐用年数を

勘案し、改築更新の対象機器を選定します。 

 次に、整備により延命を図る場合と、機器等を改築更新する場合のライフ

サイクルコストをダウンサイジングや省エネ機器の導入等も含めて比較検

討し、機器等の改築更新を行います。 

工事前 

工事後 

老
朽
化
対
策
と
し
て 

管
更
生
工
事
を
実
施 
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※八幡浜浄化センター内の設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚水ポンプ設備 雨水ポンプ設備 

沈砂池設備 監視制御設備 

改築更新の

対象機器等を選定

ライフサイクルコスト

を比較検討

機器等の改築更新

ストックマネジメント計画

日常点検・耐用年数

機器等の整備により延命を図る

機器等を改築更新する
（機器のダウンサイジング・省エネ

機器の導入等の検討を含む）
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（２）雨水整備事業「公共下水道雨水整備計画」 

ア 公共下水道雨水整備計画「計画期間：令和 2 年度～令和 9 年度」 

   本市の旧保内町宮内地区では、平成元年の集中豪雨により、旧保内町役

場周辺を中心に、床上・床下浸水被害が発生したことから、平成５年度か

ら都市下水路事業として雨水対策事業に着手し、平成１６年度に宮内川東

地区雨水ポンプ場を整備しました。都市下水路の整備後、平成３０年まで

は、浸水被害起きていないため、雨水対策は一応の整備が完了と判断して

いました。 

   しかし、他の区域では雨水対策がほぼ未整備であったため、たびたび浸

水被害が発生し、また、平成３０年７月豪雨により、保内町神越地区に大

規模な浸水被害が発生しました。これにより、本市下水道事業では、保内

処理区の公共下水道区域に雨水計画を追加し、下水道事業として令和２年

度に事業計画の認可を受け、令和９年度を目標とする雨水整備事業を開始

しました。 

   雨水整備は使用料収入を伴わず、かかる費用は全て公費による負担であ

り、市の財政状況へ与える影響は大きいものとなりますが、市民の安全・

安心のために必要な整備は計画的に実施しなければなりません。 

    

イ 雨水ポンプ場・雨水幹線の整備 

    新しく策定した公共下水道雨水整備計画に基づき、順次、神越ポンプ場、

雨水幹線（排水路）等の整備を実施します。 

 

＜事業内容＞ 

  ・整 備 区 域：喜木川第２排水区（保内町神越地区の一部） 

・雨水整備面積：24.1ｈａ 

  ・雨水管渠整備：雨水渠（内径 2000×2000）Ｌ＝90m 

  ・雨水ポンプ場整備：神越ポンプ場 

          （排水能力 6.0m3/ｓ、敷地面積Ａ＝約 1,300m2） 

 ・事業実施期間：令和 3 年度～令和 9 年度 

 

  ※本整備により、時間雨量 53mm の降雨に対応することができます。合わ

せて、断面が不足している水路の改修を予定しています。 
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○宮内川東地区雨水ポンプ場 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市下水路事業により 

平成 17 年 3 月完成 

●保内処理区雨水整備事業 

 喜木川第２排水区（A=24.1ha） 

神越ポンプ場

新設予定地 

●神越ポンプ場完成予想図 ●放流渠整備状況 雨水渠 内径 2.0m×2.0ｍ 

第 1 期事業（R3 年度～R9 年度） 

断面等不足の水路改修 L=1.3km 

平成 30 年７月豪雨写真 
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地震による破損 

（３）災害対策事業「下水道総合地震対策計画」 

ア 下水道総合地震対策計画の策定（令和６年度～） 

地震等の災害により下水道施設が破損・機能停止してしまうと、家庭にお

ける日常生活に支障が出るばかりでなく、処理機能の低下や、汚水滞留、未

処理の下水の流出による公衆衛生被害の発生、道路陥没、施設復旧作業によ

る交通制限等、他のインフラに対する影響や雨水排除機能の喪失による浸水

被害の発生等、住民の生命・財産にかかる重大な事態が生じます。 

  また、防災上、事前対策として足元の対策である下水道は、公衆衛生上最

優先課題であり、避難時の生命維持・早期復興対策上も必要不可欠であるた

め早急な対策を実施する必要があります。 

本市下水道事業の災害対策事業では、重要な下水道施設の耐震化を図る「防

災」と、被災を想定して被害の最小化を図る「減災」を組み合わせた総合的

な地震対策に取り組みます。 

 

イ 管渠の耐震化 

防災上重要である緊急輸送路、河川・軌道下の管渠、防災拠点や避難所から

排水を受ける管渠及び下水処理場に直結する主要管渠についても、ストックマ

ネジメント計画に合わせ耐震化を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道の地震被害と対策（参考例） 

写真提供：宮城県企業局水道経営課 

 

対策前       

 

マンホール浮上防止対策 処理場管廊内耐震継手 

対策後       

 

マンホール浮上防止対策 

下水管耐震継手 

マンホール管口の耐震継手 
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最終沈殿池

塩素滅菌

放流渠

自家発電機

下水の排除

＋１次処理

＋２次処理

＋滅菌放流

＋汚泥処理

反応タンク

優先度小

流入渠

ポンプ棟

導水渠

最初沈殿池

最終沈殿池

塩素滅菌

放流渠

自家発電機

　下水の排除

　＋１次処理

　＋２次処理

　＋滅菌放流

反応タンク

　下水の排除

　＋１次処理

　＋滅菌放流

流入渠

ポンプ棟

導水渠

最初沈殿池

流入渠

ポンプ棟

自家発電機

導水渠 導水渠

最初沈殿池

塩素滅菌

放流渠

自家発電機

反応タンクバイパス

塩素滅菌

放流渠

優先度大

下水の排除

＋滅菌放流

流入渠

ポンプ棟

水処理バイパス

ウ 処理場の耐震化・耐津波対策 

ライフラインとしての下水道の役割は重要であり、被災時に機能を停止する

ことは、浸水被害、公衆衛生の悪化を発生させることになります。 

したがって、処理場の機能を最低限確保するために、浸水被害及び公衆衛生

の確保を目的とした揚排水機能及び滅菌機能の確保と自家発電機による電力

供給の確保が最重要項目になります。  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡浜浄化センター配置図 

雨水ポンプ 

汚水ポンプ 
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施設名称 優先度 基礎 土木躯体 建築躯体 合計（未対策分） 備考

管理棟 高い 9,800 0 耐震工事実施済

汚泥棟 高い 6,500 0 耐震工事実施済

機械棟 高い 8,200 0 耐震工事実施済

流入渠 低い 38,500 38,500

高い 8,500 8,500 耐力不足部材

低い 276,100 276,100 せん断破壊モードで体力を満足している箇所

高い 28,800 0 管廊部の耐震工事実施済

低い 1,456,000 108,600 1,564,600

放流渠 低い 3,500 3,500

合計（未対策分） 1,456,000 435,200 0 1,891,200

沈砂池棟

水処理施設

（ア） 地震力による機能の確保 

耐震診断結果を踏まえ、八幡浜浄化センターにおける土木構造物は耐震性

が低いことが確認されました。これらの全ての施設を耐震化することは、費

用・時間もかかり、また、供用しながらの工事となるため対策工法において

も十分な検討が必要となります。そのため、被災時においても「必要最低限

確保すべき機能」である「揚水機能」の耐震化を図っていきます。 

  

【耐震補強概算工事費】 

早期に耐震化する施設：沈砂池棟 284,600 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策工法内容 

一面補強工法 

増打部分 

補強コンクリート 

補強鉄筋 

後施工アンカー 

既存柱 

既
存
部
分 

コンクリート面 

プライマー・パテ 

曲げ補強用 

連続繊維シート 

せん断補強用 

連続繊維シート 

 

仕上げ 

炭素繊維工法 

増打ち一体工法 
施工完了 補強鉄筋挿入 
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想定浸水深

地盤高直立護岸

津波高

せき上げ

浸水高津波の作用方向

津波来襲時の潮位

平均海面（M、Ｓ、Ｌ）

構造物

（イ）津波による機能の確保 

八幡浜浄化センター建物の標高は TP+3.00m であり、津波により管理棟の

１階までが水没し、機能が喪失される可能性があります。そのため、処理に

必要な機器を防護するために必要な耐水化を図る必要があります。  

  また、東日本大震災においては、地震よりも巨大津波の力により、壊滅的

な被害をうけたことを踏まえ、施設の耐震化に併せ、津波波圧及び漂流物の

衝突による施設を防護するための対策検討を行っていきます。  

 

※「下水道施設の耐震・対津波対策について」（国土交通省）の通知に基づき、

耐津波診断を実施します。  

  

 

 

 

【津波浸水想定図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の想定浸水ライン 

八幡浜浄化センター管理棟 保内浄化センター管理棟 
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端末支柱 中間支柱 ワイヤーロープ
間隔保持材

【参考：東日本大震災により被災した下水道施設の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真提供：仙台市建設局下水道経営部経営企画課 

 

【漂流物対策例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波波圧による壁面の破損 

津波波圧による壁面の変形（外観） 

漂着物による施設内部の破損 

津波波圧による壁面の変形（内部） 

漂流物 

津波防護スクリーン 

津波バリアー（漂流物防護柵） 漂流物防護 
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第７章 投資・財政計画（収支計画） 

１ 投資・財政計画（収支計画） 

前項までに整理した事業の現況とその分析結果、予測した将来の事業環境及

び経営の基本方針として定めた各事業計画をもとに、本市下水道事業の投資･財

政計画（収支計画）を策定し、巻末に掲載します。 

本市下水道事業が常に健全な事業主体であることを前提とするため、投資･財

政計画（収支計画）の策定においては、収支均衡させることを目標として設定

しています。 

 

（１）公営企業会計の構造と収支均衡の基本的な考え方 

公営企業はインフラ事業としての性質が強く、初めに設備投資を行い、その

後複数年度にわたって使用料により投資の回収を行う、という会計構造になっ

ています。 

つまり、今後の投資額を定めることが将来の収支を確定させるために必要不

可欠となるため、まずは各事業計画をもとに各年度の投資額を確定させ、次に

投資により発生する収入及び維持管理等の費用を試算するものとします。 

なお、公営企業会計の予算は地方公営企業法により次の２つに区分されます。 

 

●収益的収支予算（3条予算）：損益取引（使用料収入や維持管理費） 

 

●資本的収支予算（4条予算）：資本取引（投資と財源、企業債償還等） 

 

このうち、資本的収支予算は、予算制度の関係上企業債元金の償還金が支出

に計上されるため、必然的に収入より支出が大きくなり、現金が不足するのが

一般的です。この不足額を補うためには「補填財源」が必要になります。 

この補填財源には様々なものがあり、主なものとして「損益勘定留保資金」

（減価償却費や資産減耗費等の収益的収支における現金支出を必要としない

ものを費用に計上することによって留保される資金）や、「消費税及び地方消

費税資本的収支調整額」（資本的収支予算の執行によって消費税等の納税額が

マイナスされることになる額）等があります。 

本市の投資・財政計画（収支計画）においては、収益的収支予算を概ね均

衡させることを前提とし、またこれにより発生する損益勘定留保資金等の補

填財源は資本的収支予算に補填するために使用するものとして繰入金を算定

します。  
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長期前受金戻入

↓均衡させる（補填込みで）↓ ↓　　　　　均衡させる　　　　　↓

この差分だけ現金

が貯まる仕組み

収入

補

填

下水道使用料

他会計負担金

他会計補助金

　　　　　　　他

そ

の

他

補

填

財

源

←対になる財源がない→

損益勘定

留保資金等

維持管理費

支払利息　他

現金収入現金支出

現金不足額

建設改良費

企業債償還金

企業債

出資金

補助金

分担金及び

負担金

現金収入現金支出

非現金支出

非現金収入

減価償却費

資産減耗費

支出 収入 支出

 
公営企業会計の構造と補填財源の関係（表7-1） 

 

 

２ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

（１） 収支計画のうち投資についての説明 

本市下水道事業では、事業を推進するにあたり「第３章４施設の見通し」で

述べたとおり、ストックマネジメント計画に基づき年度ごとの建設改良事業費

をなるべく平準化することに留意しています。これは、経営を安定させるため

に毎年度の収支を可能な限り一定に保ちたいこと、事業の多寡に応じて職員数

を毎年度調整することが難しいこと、また年度ごとの国庫補助金要望額を安定

させることで効率的な補助金の獲得が見込めることによるものです。 

各事業計画より計上される事業費は年度ごとに大小がありますが、それぞれ

の所要額と目標期間を整理したのち、各年度の事業費総額が概ね一定となるよ

うに平準化が可能な範囲で年度間の調整を行います。また、各事業計画に示し

た年度以降については、現在計上されている事業費総額の規模を勘案して将来

想定される事業費を計上します。この想定した事業費については、具体的な予

定事業が定まり次第、投資・財政計画（収支計画）を更新するものとします。 
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●今後の主な投資額の見込み （表７－２） （税込）

合計

１０年間の投資予想額
（Ｒ５－Ｒ１４）

　約７億円

約１７億円

　約２億円

約２１億円

　約９億円

約５６億円

予定する主な事業

ストックマネジメント（管路改築）事業

ストックマネジメント（処理場改築）事業

雨水整備（管渠整備）事業

雨水整備（ポンプ場整備）事業

下水道総合地震対策事業

ア 建設改良費  

 （公共下水道事業） 

昭和６０年度から平成２０年度までの間、集中的に下水道の整備を行った

こともあり、今後、施設の改築更新時期（耐用年数経過時）を迎え、多額の

費用が見込まれます。このため、ストックマネジメント計画に基づき、改築

サイクルを延長した上で改築更新費用の平準化を図り、老朽化した管路や処

理場等の改築を計画的、効率的に進めて行きます。 

   また、「公共下水道雨水整備計画」に基づき、順次、神越ポンプ場、雨水

幹線（排水路）等の整備を実施します。 

災害対策事業については、令和６年度より「下水道総合地震対策計画」の

策定に取り掛かる予定です。 

  

（特定環境保全公共下水道事業） 

平成１５年度供用開始と比較的新しい施設であるため、これまで管路の改

築更新は行っていませんが、計画後期（令和１３年度頃）からは第 3 期ス

トックマネジメント計画に基づき管路の改築更新を計画しています。 

また、機械設備等は耐用年数を過ぎているものが増加しているため、改築

サイクルを延長した上で計画的な更新を検討します。 

 

（漁業集落排水事業） 

耐用年数を経過した資産が増えてきているため、計画的に修繕を行う等施

設の長寿命化を図っていきます。 
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（２）収支計画のうち財源についての説明 

「安全で快適な下水道サービスを持続的・安定的に提供していくため」には、

下水道施設の健全性を維持することが極めて重要です。今後、本市では「施設

更新・老朽化対策事業」、「雨水整備事業」、「災害対策事業」の３事業を

最優先事業として取り組む予定ですが、これらの投資事業には多額の資金が必

要となります。 

一方、将来人口の減少、節水意識の向上や節水機器の普及により、下水道使

用料収入の減少が予想されるため、投資試算（投資事業の所要額の見通し）と

財源試算（下水道使用料等の財源の見通し）を均衡させることが持続可能な下

水道事業を実現する上で重要となります。 

 

ア 使用料収入 

下水道における経費の負担区分は、原則として、雨水処理に要する費用は

公費で、汚水処理に要する費用は下水道使用者が使用の量に応じて、私費（下

水道使用料）で負担することとされています（雨水公費・汚水私費の原則）。 

一般的に下水道整備には長期間を有するため、整備途中で普及率の低い段

階においては、充分な使用料収入が得られないため、普及が進むまでの間、

過渡的に一般会計が支援することも止むを得ないとされるところですが、普

及率が上昇したにも関わらず、恒常的に多額の繰入れを続けていくことは、

受益者負担の原則や独立採算制の原則からも適正な状況とはいえず、段階的

に見直しを図っていく必要があります。 

今回策定した投資・財政計画では、経費回収率を現状維持するために必要

な使用料改定として、計画期間内（令和 8 年度改定で試算）に１５％改定す

ることを見込んで策定しています。 

 

イ 企業債 

企業債は、建設改良費から国庫補助金等を差し引いた額を基準とし、借入

方法については、現行の運用どおり低利で長期借入ができる財政融資資金や、

地方公共団体金融機構資金から借り入れを行い、条件は、下水道事業債が 40

年償還、過疎債が３０年償還の元利均等償還払いとして試算しています。 

また、利率については、令和３年度から令和４年度にかけて、若干利率が

上昇（０．８％→１．４％）したことから、年利１．５％として算定してい

ます。 

なお、企業債の借入にあたっては、交付税措置率が高い過疎債を利用する

等、本市にとって有利な借入を検討します。 
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ウ 一般会計からの繰入金 

下水道事業において、雨水処理に要する費用や分流式下水道等に要する経

費等は一般会計が負担する経費として総務省通知において基準内繰入金とさ

れており、基準外繰入金はそれ以外の収支不足の補てん等に充てるため、地

方公共団体独自の政策判断による繰入金となります。 

繰入金については、企業債の元利償還等により徐々に減少するものと見込

んでいます。 

 

（３） 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

ア 職員給与費 

施設の改築更新事業の増加による再構築に向けた組織の拡充を図る必要か

ら、令和３年度末に９名であった職員数を令和４年度から２名増員し、当面

は職員数が変動しないものと仮定し、現行水準のまま推移するものとしてい

ます。なお、特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水事業については、

職員給与費を計上していません。 

 

イ 諸経費（動力費・修繕費等） 

  資源価格上昇の影響等を受け物価上昇が見込まれるため、投資計画では消

費者物価指数を指標とし、過去５年間の傾向を基に将来５年間を年０．４％

上昇、以降据置（現状から 2．0％上昇）するものとして算定しています。 

 

ウ 減価償却費 

既存の固定資産にかかる減価償却費に加え、建設改良事業により新規に取

得する資産のうち、管渠整備事業費は管渠及びマンホールの耐用年数である

５０年、ポンプ場整備事業費及び処理場整備事業費は機械及び装置の耐用年

数である２０年を採用し減価償却費を計上しています。なお、ポンプ場整備

事業費のうち、神越ポンプ場建屋分については耐用年数を 50 年として算定

しています。 

 

エ 企業債償還金 

過去の建設改良等のために発行した企業債償還金及び今後の建設改良等の

ために発行する企業債の償還予定額を合算し計上しています。 

なお、借入方法は現行の運用に併せて下水道事業債については５年据置 

４０年償還、過疎債については５年据置３０年償還で試算しています。 
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３ 投資及び財源目標 

 

■ 投資目標  

 ① 老朽管の改築率を７．９％から３０．１％に向上させる。 

 ② 雨水整備率を６０．１％から６４．３％に向上させる。 

 ③ 八幡浜浄化センターの沈砂池棟の耐震化及び施設全体の耐震化率を 

２．６％から１６．７％に向上させる。 

 

［投資目標の解説］ 

 ① ストックマネジメント事業による管路老朽化調査に基づく計画的な管路

の改築を実施することにより、老朽管の改築率を７．９%（令和４年度時点）

から３０．１%（令和１４年度時点）に向上させます。 

（改築延長 ３５６．３５m⇒１３５６．３５ｍ） 

 ② 下水道雨水全体計画区域において、保内町神越地区の雨水面整備を実施

することにより、雨水整備率を６０．１%（令和４年度時点）から６４．３%

（令和１４年度時点）に向上させます。 

（雨水整備面積 ３４５．５９ha⇒３６９．６９ha） 

 ③ 八幡浜浄化センターの施設機能について、優先順位の最も高い揚水ポン

プ機能を有する沈砂池棟の耐震化を図り、八幡浜浄化センターの耐震化率を

２．６%（令和４年度時点）から１６．７%（令和１４年度時点）に向上   

させます。 

 

■ 財源目標  

 ① 経費回収率７０％台の現状維持。 

 ② 計画期間内に１回以上の使用料改定。 

 ③ 保内処理区の水洗化率を毎年１％増加させる（74.2％⇒84.2％）。 

 ④ 令和 14 年度までに一般会計からの年間繰入金を 2.4 億円減少させる。 

（10.6 億円⇒8.2 億円）。 

   

［財源目標の解説］ 

 ① 現在、各事業において経費回収率が１００％を下回っている状況である

ため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減に努める必要がありま

すが、今後１０年間で経費回収率を１００％にするためには、使用料改定で

賄うとすると、公共下水道事業で６０％以上、その他２事業については、倍

以上の使用料改定が必要となります。しかし、現実的には大幅な使用料改定
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●経費回収率の目標値 （ロードマップ）（表７－３）

R4年度 R9年度 R14年度
R15～R25年度

（次期計画期間）

公共下水道事業 70.8％ 77.1％ 70.7％ 80.0％

　令和4年度末比 － 6.3％ -0.1％ 9.2％

　使用料改定なし － 67.1％ 61.4％ －

特定環境保全公共下水道事業 60.6％ 53.9％ 47.5％ 65.0％

　令和4年度末比 － -6.7％ -13.1％ 4.4％

　使用料改定なし － 46.9％ 41.3％ －

漁業集落排水事業 56.1％ 57.2％ 50.0％ 65.0％

　令和4年度末比 － 1.1％ -6.1％ 8.9％

　使用料改定なし － 49.8％ 43.5％ －

※各事業の上段は、令和8年度に15％の使用料改定をした場合の経費回収率

及び支出の削減は困難なため、現実的な目標として、公共下水道事業の経費

回収率を現状維持することを目標とし、その他 2 事業については、公共下

水道事業に合せた使用料改定率を設定し、投資・財源計画を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 今回策定した投資・財政計画では、経費回収率を現状維持するために必

要な使用料改定として、計画期間内（令和 8 年度改定で試算）に１５％改

定することを見込んで策定しています。また、参考までに今後 10 年ごとに

1５％の使用料改定をした場合の使用料の推移をグラフに表示してみまし

たが、現状の使用料を維持するためには、今後も計画的な使用料改定が必要

となることから、定期的に使用料改定検討委員会を開催し、適正な使用料の

あり方について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R27 

（税込） 
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●一般会計繰入金の目標値 （表７－６） 単位：千円

R4年度 R9年度 R14年度

公共下水道事業 966,389 861,151 777,709

　令和4年度末比 － ▲ 105,238 ▲ 188,680

特定環境保全公共下水道事業 78,014 64,312 32,149

　令和4年度末比 － ▲ 13,702 ▲ 45,865

漁業集落排水事業 19,330 12,245 12,095

　令和4年度末比 － ▲ 7,085 ▲ 7,235

合計（３事業計） 1,063,733 937,708 821,953

　令和4年度末比 － ▲ 126,025 ▲ 241,780

●使用料収入の見通し （表７－５） （税込、単位：千円）

R4年度末 R9年度末 R14年度末 R19度末 R24年度末 R27年度末

421,376 394,109 357,761 317,699 284,090 262,005

　－ 453,225 411,425 413,009 369,317 340,606

14,724 13,707 12,310 10,796 9,555 8,766

　－ 15,764 14,157 14,035 12,421 11,396

10,639 9,588 8,549 7,474 6,609 6,061

　－ 11,026 9,831 9,717 8,592 7,879

446,739 417,404 378,620 335,969 300,254 276,832

　－ 480,015 435,413 436,760 390,331 359,881

※各事業の上段は使用料改定なしの場合、下段は令和8年度及び令和18年度に使用料改定した場合

特定環境保全公共下水道事業

公共下水道事業

10年毎に15％改定

10年毎に15％改定

10年毎に15％改定

漁業集落排水事業

10年毎に15％改定

合計（3事業計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 収益を増やすためには、接続促進を行い、水洗化率を増やすことも必要で

すが、保内処理区を除いた処理区は既に水洗化率が９０％を超えています。

一方、保内処理区においては、令和４年度末現在の水洗化率が７４．２％で

あるため、今後、年間１％以上の増加を目標として接続促進に取り組みます。 

 

④ 令和４年度の３事業の繰入金は約１０．６億円ですが、今後は、第５章で

述べた効率化・経営健全化の取り組みを進め、令和１４年度には繰入金を 

約２．４億円減少させることを目標とします。 
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第 8 章 経営戦略の事後検証及び改定等に関する事項 

毎年度、決算及び投資・財政計画の実績値や関連する経営指標等を用いて、

経営状況や財政状況を把握し、計画の達成に係る進捗を管理します。 

また、３年から５年を目安に目指すべき方向性について検証のうえ、計画と

乖離する項目についてフォローアップを行った上で必要に応じて経営戦略の見

直しを行います 

見直しにあたっては、「投資・財政計画（収支計画）」と実績との剥離を検証

し、PDCA サイクル（Plan＜計画＞－Do＜実行＞－Check＜評価＞－Action

＜改善＞）を活用します。 
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7
,9

3
5

4
8
1
,5

0
9

5
3
3
,5

7
4

5
6
7
,7

4
5

5
9
5
,6

7
8

5
8
6
,8

8
5

5
6
5
,3

6
9

5
4
0
,1

3
6

8
4
,8

8
7

8
2
,2

8
9

8
2
,6

1
8

8
2
,9

4
7

8
3
,2

7
6

8
3
,6

0
6

8
3
,9

3
5

8
3
,9

3
5

8
3
,9

3
5

8
3
,9

3
5

8
3
,9

3
5

(K
)

8
0
6
,6

0
3

7
5
6
,0

5
1

6
6
5
,4

5
2

5
6
5
,7

7
5

4
8
4
,6

8
0

4
1
7
,1

6
3

3
5
5
,1

5
2

3
5
2
,4

6
1

3
4
7
,1

5
8

3
4
6
,8

0
7

3
1
8
,9

3
4

7
6
5
,4

5
3

6
9
6
,2

7
0

6
1
8
,1

5
0

5
1
8
,3

0
0

4
3
7
,0

3
3

3
6
9
,3

4
5

3
0
7
,1

6
2

3
0
4
,4

7
1

2
9
9
,1

6
8

2
9
8
,8

1
7

2
7
0
,9

4
4

3
4
,4

0
1

4
2
,9

5
1

4
3
,1

2
3

4
3
,2

9
5

4
3
,4

6
6

4
3
,6

3
8

4
3
,8

1
0

4
3
,8

1
0

4
3
,8

1
0

4
3
,8

1
0

4
3
,8

1
0

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

4
8
9
,8

5
2

4
5
8
,1

0
4

4
4
8
,8

9
5

4
4
8
,5

6
0

5
0
1
,8

8
6

4
9
6
,6

9
9

4
9
4
,4

5
7

4
8
2
,8

8
3

4
7
6
,2

3
2

4
6
7
,6

8
8

4
6
2
,6

5
8

(N
)

(O
)

(P
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

う
ち

未
収

金
流

動
負

債

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

そ
の

他
補

助
金

そ
の

他
収

入
計

受
託

工
事

収
益

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
他

会
計

補
助

金

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

R
1
2
年

度
R
1
3
年

度
R
1
4
年

度
R
6
年

度
R
7
年

度
R
8
年

度
R
9
年

度
R
1
0
年

度
R
1
1
年

度

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費

■
 公

共
下

水
道

事
業

　
(収

益
的

収
支

)

支
出

計

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費
営

業
外

費
用

支
払

利
息

そ
の

他
経

費
動

力
費

修
繕

費

そ
の

他

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入
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（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
R
4
年

度
R
5
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

１
．

3
6
7
,6

0
0

2
6
1
,9

0
0

6
2
7
,2

8
0

7
4
3
,7

2
0

2
0
1
,2

0
0

2
6
0
,9

9
0

2
0
4
,5

7
0

2
4
0
,9

3
0

3
0
4
,6

5
0

1
5
9
,6

1
0

2
7
2
,0

0
0

２
．

8
8
,7

9
8

3
2
,8

1
3

2
3
,6

2
2

2
7
,3

8
8

2
5
,4

0
9

2
5
,9

4
1

2
8
,5

8
0

2
6
,2

7
9

2
4
,8

8
0

3
1
,0

8
0

2
6
,1

7
9

３
．

1
4
5
,5

1
8

1
0
9
,8

3
3

1
1
1
,3

5
7

9
7
,5

7
7

8
2
,4

5
8

6
6
,7

2
4

5
0
,6

6
0

3
9
,0

4
8

3
5
,9

0
3

3
3
,4

3
0

3
0
,8

6
0

４
．

５
．

６
．

3
4
5
,6

3
1

2
0
8
,0

0
0

5
5
0
,1

5
0

6
2
3
,0

0
0

1
1
4
,0

0
0

1
7
5
,0

0
0

1
4
3
,0

0
0

1
8
0
,0

0
0

2
4
2
,5

0
0

1
0
5
,0

0
0

2
1
5
,0

0
0

７
．

８
．

7
3
4

1
,3

0
2

1
1

1
,3

0
2

1
1

1
,3

0
2

1
1

1
,3

0
2

９
．

(A
)

9
4
8
,2

8
1

6
1
3
,8

4
8

1
,3

1
2
,4

1
0

1
,4

9
1
,6

8
6

4
2
4
,3

6
9

5
2
8
,6

5
6

4
2
6
,8

1
1

4
8
7
,5

5
9

6
0
7
,9

3
4

3
2
9
,1

2
1

5
4
5
,3

4
1

(B
)

(C
)

9
4
8
,2

8
1

6
1
3
,8

4
8

1
,3

1
2
,4

1
0

1
,4

9
1
,6

8
6

4
2
4
,3

6
9

5
2
8
,6

5
6

4
2
6
,8

1
1

4
8
7
,5

5
9

6
0
7
,9

3
4

3
2
9
,1

2
1

5
4
5
,3

4
1

１
．

7
0
1
,6

4
4

5
0
8
,9

7
4

1
,1

7
5
,4

7
3

1
,3

7
0
,9

8
8

3
2
1
,0

1
1

4
4
3
,0

4
2

3
5
9
,0

8
1

4
3
3
,0

8
1

5
5
8
,0

8
1

2
8
3
,0

8
1

5
0
3
,0

8
1

2
6
,2

4
1

3
5
,6

0
7

3
5
,6

0
7

3
5
,6

0
7

3
5
,6

0
7

3
5
,6

0
7

3
5
,6

0
7

3
5
,6

0
7

3
5
,6

0
7

3
5
,6

0
7

3
5
,6

0
7

２
．

8
2
0
,8

8
1

7
6
5
,4

5
3

6
9
6
,2

7
0

6
1
8
,1

5
0

5
1
8
,3

0
0

4
3
7
,0

3
3

3
6
9
,3

4
5

3
0
7
,1

6
2

3
0
4
,4

7
1

2
9
9
,1

6
8

2
9
8
,8

1
7

３
．

４
．

５
．

(D
)

1
,5

2
2
,5

2
5

1
,2

7
4
,4

2
7

1
,8

7
1
,7

4
3

1
,9

8
9
,1

3
8

8
3
9
,3

1
1

8
8
0
,0

7
5

7
2
8
,4

2
6

7
4
0
,2

4
3

8
6
2
,5

5
2

5
8
2
,2

4
9

8
0
1
,8

9
8

(E
)

5
7
4
,2

4
4

6
6
0
,5

7
9

5
5
9
,3

3
3

4
9
7
,4

5
2

4
1
4
,9

4
2

3
5
1
,4

1
9

3
0
1
,6

1
5

2
5
2
,6

8
4

2
5
4
,6

1
8

2
5
3
,1

2
8

2
5
6
,5

5
7

１
．

4
5
1
,4

5
5

4
4
5
,6

2
8

4
4
3
,7

7
9

4
9
7
,4

5
2

4
1
4
,9

4
2

3
5
1
,4

1
9

3
0
1
,6

1
5

2
5
2
,6

8
4

2
5
4
,6

1
8

2
5
3
,1

2
8

2
5
6
,5

5
7

２
．

３
．

４
．

1
2
2
,7

8
9

2
1
4
,9

5
1

1
1
5
,5

5
4

(F
)

5
7
4
,2

4
4

6
6
0
,5

7
9

5
5
9
,3

3
3

4
9
7
,4

5
2

4
1
4
,9

4
2

3
5
1
,4

1
9

3
0
1
,6

1
5

2
5
2
,6

8
4

2
5
4
,6

1
8

2
5
3
,1

2
8

2
5
6
,5

5
7

(G
)

(H
)

6
,1

7
6
,9

9
7

5
,6

7
3
,4

4
4

5
,6

0
4
,3

5
4

5
,7

2
9
,9

2
4

5
,4

1
2
,8

2
4

5
,2

3
6
,7

8
1

5
,0

7
2
,0

0
7

5
,0

0
5
,6

7
4

5
,0

0
5
,7

5
7

4
,8

6
6
,2

0
2

4
,8

3
9
,3

8
9

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
R
4
年

度
R
5
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

7
3
2
,0

7
2

7
2
2
,1

5
6

7
0
8
,6

5
9

7
4
9
,5

9
0

7
6
8
,7

8
8

7
6
8
,4

8
6

7
6
3
,3

6
4

7
5
4
,1

1
2

7
5
7
,0

0
9

7
4
2
,8

6
7

7
2
0
,6

6
9

4
0
7
,0

2
3

4
1
3
,6

2
2

4
1
2
,3

3
1

4
5
9
,6

8
3

4
7
4
,3

2
2

4
8
8
,7

1
3

4
9
8
,3

3
2

5
0
2
,5

8
3

5
0
9
,4

5
6

5
0
0
,8

4
5

4
8
6
,9

6
5

3
2
5
,0

4
9

3
0
8
,5

3
4

2
9
6
,3

2
8

2
8
9
,9

0
7

2
9
4
,4

6
6

2
7
9
,7

7
3

2
6
5
,0

3
2

2
5
1
,5

2
9

2
4
7
,5

5
3

2
4
2
,0

2
2

2
3
3
,7

0
4

2
3
4
,3

1
6

1
4
2
,6

4
6

1
3
4
,9

7
9

1
2
4
,9

6
5

1
0
7
,8

6
7

9
2
,6

6
5

7
9
,2

4
0

6
5
,3

2
7

6
0
,7

8
3

6
4
,5

1
0

5
7
,0

3
9

1
4
5
,5

1
8

1
0
9
,8

3
3

1
1
1
,3

5
7

9
7
,5

7
7

8
2
,4

5
8

6
6
,7

2
4

5
0
,6

6
0

3
9
,0

4
8

3
5
,9

0
3

3
3
,4

3
0

3
0
,8

6
0

8
8
,7

9
8

3
2
,8

1
3

2
3
,6

2
2

2
7
,3

8
8

2
5
,4

0
9

2
5
,9

4
1

2
8
,5

8
0

2
6
,2

7
9

2
4
,8

8
0

3
1
,0

8
0

2
6
,1

7
9

9
6
6
,3

8
8

8
6
4
,8

0
2

8
4
3
,6

3
8

8
7
4
,5

5
5

8
7
6
,6

5
5

8
6
1
,1

5
1

8
4
2
,6

0
4

8
1
9
,4

3
9

8
1
7
,7

9
2

8
0
7
,3

7
7

7
7
7
,7

0
8

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

R
1
2
年

度

う
ち

基
準

外
繰

入
金

R
6
年

度
R
7
年

度
R
8
年

度
R
9
年

度
R
1
4
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

R
1
0
年

度
R
1
1
年

度

そ
の

他

資 本 的 支 出

企
業

債
残

高

R
1
3
年

度

他
会

計
借

入
金

残
高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

計

企
業

債
償

還
金

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 収 入

R
1
3
年

度

他
会

計
負

担
金

R
1
4
年

度

企
業

債

R
6
年

度
R
7
年

度
R
8
年

度
R
9
年

度
R
1
0
年

度
R
1
1
年

度
R
1
2
年

度

■
 公

共
下

水
道

事
業

　
（
資

本
的

収
支

）

そ
の

他

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

資 本 的 収 支
他

会
計

長
期

借
入

返
還

金

他
会

計
へ

の
支

出
金

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費
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（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

R
4
年

度
R
5
年

度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

決
算

見
込

１
．

(A
)

1
3
,7

3
2

1
3
,4

5
7

1
3
,1

7
7

1
2
,9

7
6

1
4
,6

7
5

1
4
,4

0
5

1
4
,1

1
9

1
3
,6

7
2

1
3
,3

8
0

1
3
,0

8
6

1
2
,9

4
5

(1
)

1
3
,7

2
5

1
3
,3

9
0

1
3
,1

0
3

1
2
,9

0
1

1
4
,6

0
0

1
4
,3

3
0

1
4
,0

4
3

1
3
,5

9
6

1
3
,3

0
4

1
3
,0

1
1

1
2
,8

7
0

(2
)

(B
)

(3
)

7
6
7

7
4

7
5

7
5

7
5

7
6

7
6

7
6

7
5

7
5

２
．

7
2
,6

9
9

8
8
,4

8
7

8
6
,8

3
6

8
3
,4

2
4

7
6
,3

1
7

7
1
,1

7
6

6
4
,1

6
1

6
0
,0

7
3

5
5
,6

7
6

4
4
,7

5
8

3
9
,1

9
4

(1
)

5
8
,0
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よ
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損
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年
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出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金
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（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

R
4
年

度
R
5
年

度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

決
算

見
込

１
．

(A
)

9
,6

7
2

9
,4

3
5

9
,2

4
7

9
,0

7
9

1
0
,2

2
4

1
0
,0

2
4

9
,7

9
9

9
,4

7
8

9
,2

5
2

9
,0

4
9

8
,9

3
7

(1
)

9
,6

7
2

9
,4

3
5

9
,2

4
7

9
,0

7
9

1
0
,2

2
4

1
0
,0

2
4

9
,7

9
9

9
,4

7
8

9
,2

5
2

9
,0

4
9

8
,9

3
7

(2
)

(B
)

(3
)

２
．

2
1
,5

8
5

1
9
,7

2
8

1
9
,6

3
6

1
9
,5

5
4

1
9
,5

0
7

1
9
,4

6
0

1
9
,4

1
2

1
9
,3

6
5

1
9
,3

2
1

1
9
,3

1
0

1
9
,3

1
0

(1
)

1
3
,7

9
0

1
2
,5

1
3

1
2
,4

2
1

1
2
,3

3
9

1
2
,2

9
2

1
2
,2

4
5

1
2
,1

9
7

1
2
,1

5
0

1
2
,1

0
6

1
2
,0

9
5

1
2
,0

9
5

3
,0

7
3

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

1
0
,7

1
7

3
,3

7
9

3
,2

8
7

3
,2

0
5

3
,1

5
8

3
,1

1
1

3
,0

6
3

3
,0

1
6

2
,9

7
2

2
,9

6
1

2
,9

6
1

(2
)

7
,6

0
7

7
,0

2
6

7
,0

2
6

7
,0

2
6

7
,0

2
6

7
,0

2
6

7
,0

2
6

7
,0

2
6

7
,0

2
6

7
,0

2
6

7
,0

2
6

(3
)

1
8
8

1
8
9

1
8
9

1
8
9

1
8
9

1
8
9

1
8
9

1
8
9

1
8
9

1
8
9

1
8
9

(C
)

3
1
,2

5
7

2
9
,1

6
3

2
8
,8

8
3

2
8
,6

3
3

2
9
,7

3
1

2
9
,4

8
4

2
9
,2

1
1

2
8
,8

4
3

2
8
,5

7
3

2
8
,3

5
9

2
8
,2

4
7

１
．

2
6
,3

9
8

2
5
,4

1
0

2
6
,3

0
3

2
6
,4

2
6

2
6
,6

2
9

2
6
,8

9
1

2
7
,2

2
4

2
7
,2

1
8

2
7
,2

2
3

2
7
,2

3
0

2
7
,2

3
1

(1
)

(2
)

1
6
,3

0
8

1
5
,3

6
0

1
6
,3

1
6

1
6
,4

3
9

1
6
,6

4
2

1
6
,9

0
4

1
7
,2

3
7

1
7
,2

3
1

1
7
,2

3
6

1
7
,2

4
3

1
7
,2

4
4

3
,9

6
4

5
,1

4
8

5
,1

6
9

5
,2

1
0

5
,2

7
3

5
,3

5
7

5
,4

6
4

5
,4

6
4

5
,4

6
4

5
,4

6
4

5
,4

6
4

2
,2

4
2

3
6
1

2
,0

2
9

2
,0

4
5

2
,0

6
9

2
,1

0
2

2
,1

4
5

2
,1

4
5

2
,1

4
5

2
,1

4
5

2
,1

4
5

1
0
,1

0
2

9
,8

5
1

9
,1

1
8

9
,1

8
4

9
,3

0
0

9
,4

4
5

9
,6

2
8

9
,6

2
2

9
,6

2
7

9
,6

3
4

9
,6

3
5

(3
)

1
0
,0

9
0

1
0
,0

5
0

9
,9

8
7

9
,9

8
7

9
,9

8
7

9
,9

8
7

9
,9

8
7

9
,9

8
7

9
,9

8
7

9
,9

8
7

9
,9

8
7

２
．

1
,5

4
8

1
,3

5
8

9
3
9

8
6
2

8
1
9

7
7
5

7
3
0

6
8
2

6
3
8

6
2
7

6
2
7

(1
)

6
0
9

4
1
9

3
2
6

2
4
4

1
9
8

1
5
1

1
0
3

5
5

1
1

(2
)

9
3
9

9
3
9

6
1
3

6
1
8

6
2
1

6
2
4

6
2
7

6
2
7

6
2
7

6
2
7

6
2
7

(D
)

2
7
,9

4
6

2
6
,7

6
8

2
7
,2

4
2

2
7
,2

8
8

2
7
,4

4
8

2
7
,6

6
6

2
7
,9

5
4

2
7
,9

0
0

2
7
,8

6
1

2
7
,8

5
7

2
7
,8

5
8

(E
)

3
,3

1
1

2
,3

9
5

1
,6

4
1

1
,3

4
5

2
,2

8
3

1
,8

1
8

1
,2

5
7

9
4
3

7
1
2

5
0
2

3
8
9

(F
)

(G
)

3
1

(H
)

△
 3

1
3
,3

1
1

2
,3

6
4

1
,6

4
1

1
,3

4
5

2
,2

8
3

1
,8

1
8

1
,2

5
7

9
4
3

7
1
2

5
0
2

3
8
9

(I
)

1
8
,5

0
6

2
,3

6
4

1
,6

4
1

1
,3

4
5

2
,2

8
3

1
,8

1
8

1
,2

5
7

9
4
3

7
1
2

5
0
2

3
8
9

(J
)

4
,1

8
0

3
,6

0
6

2
,7

3
5

3
,6

7
9

4
,5

7
9

4
,0

7
4

3
,4

7
2

3
,4

5
0

4
,3

0
0

5
,2

0
4

5
,0

9
1

1
,7

5
7

1
,7

9
8

1
,8

0
5

1
,8

1
2

1
,8

2
0

1
,8

2
7

1
,8

3
4

1
,8

3
4

1
,8

3
4

1
,8

3
4

1
,8

3
4

(K
)

4
,8

7
7

5
,0

6
7

3
,8

4
0

3
,8

9
2

3
,9

4
5

3
,9

9
9

3
,7

1
3

2
,6

3
2

1
,5

1
8

1
,5

1
8

1
,5

1
8

3
,4

8
7

3
,5

7
9

2
,3

4
6

2
,3

9
2

2
,4

3
9

2
,4

8
7

2
,1

9
5

1
,1

1
4

1
,3

9
0

1
,4

8
8

1
,4

9
4

1
,5

0
0

1
,5

0
6

1
,5

1
2

1
,5

1
8

1
,5

1
8

1
,5

1
8

1
,5

1
8

1
,5

1
8

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

9
,6

7
2

9
,4

3
5

9
,2

4
7

9
,0

7
9

1
0
,2

2
4

1
0
,0

2
4

9
,7

9
9

9
,4

7
8

9
,2

5
2

9
,0

4
9

8
,9

3
7

(N
)

(O
)

(P
)

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

■
 漁

業
集

落
排

水
事

業
　

(収
益

的
収

支
)

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

修
繕

費

特
別

利
益

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率

う
ち

未
払

金

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う

ち
建

設
改

良
費

分
う

ち
一

時
借

入
金

営
業

外
費

用
支

払
利

息
そ

の
他

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

基
本

給
退

職
給

付
費

そ
の

他
経

費
動

力
費

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

収
入

計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

R
1
1
年

度

そ
の

他

R
1
2
年

度
R
1
3
年

度
R
1
4
年

度
R
6
年

度
R
7
年

度
R
8
年

度
R
9
年

度
R
1
0
年

度
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（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
R
4
年

度
R
5
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

１
．

２
．

5
,0

0
0

３
．

5
3
9

４
．

５
．

６
．

７
．

８
．

９
．

(A
)

5
,5

3
9

(B
)

(C
)

5
,5

3
9

１
．

3
,3

7
5

２
．

6
,4

5
4

3
,4

8
7

3
,5

7
9

2
,3

4
6

2
,3

9
2

2
,4

3
9

2
,4

8
7

2
,1

9
5

1
,1

1
4

３
．

４
．

５
．

(D
)

9
,8

2
9

3
,4

8
7

3
,5

7
9

2
,3

4
6

2
,3

9
2

2
,4

3
9

2
,4

8
7

2
,1

9
5

1
,1

1
4

(E
)

4
,2

9
0

3
,4

8
7

3
,5

7
9

2
,3

4
6

2
,3

9
2

2
,4

3
9

2
,4

8
7

2
,1

9
5

1
,1

1
4

１
．

2
,4

8
3

3
,0

2
4

2
,9

6
1

2
,3

4
6

2
,3

9
2

2
,4

3
9

2
,4

8
7

2
,1

9
5

1
,1

1
4

２
．

３
．

４
．

1
,8

0
7

4
6
3

6
1
8

(F
)

4
,2

9
0

3
,4

8
7

3
,5

7
9

2
,3

4
6

2
,3

9
2

2
,4

3
9

2
,4

8
7

2
,1

9
5

1
,1

1
4

(G
)

(H
)

2
0
,0

4
0

1
6
,5

5
3

1
2
,9

7
4

1
0
,6

2
8

8
,2

3
6

5
,7

9
6

3
,3

0
9

1
,1

1
4

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
R
4
年

度
R
5
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

1
3
,7

9
1

1
2
,5

1
3

1
2
,4

2
1

1
2
,3

3
9

1
2
,2

9
2

1
2
,2

4
5

1
2
,1

9
7

1
2
,1

5
0

1
2
,1

0
6

1
2
,0

9
5

1
2
,0

9
5

3
,0

6
7

3
,3

7
9

3
,2

8
7

3
,2

0
5

3
,1

5
8

3
,1

1
1

3
,0

6
3

3
,0

1
6

2
,9

7
2

2
,9

6
1

2
,9

6
1

1
0
,7

2
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

9
,1

3
4

5
,5

3
9

5
3
9

5
,0

0
0

1
9
,3

3
0

1
2
,5

1
3

1
2
,4

2
1

1
2
,3

3
9

1
2
,2

9
2

1
2
,2

4
5

1
2
,1

9
7

1
2
,1

5
0

1
2
,1

0
6

1
2
,0

9
5

1
2
,0

9
5

R
1
1
年

度

計

R
1
2
年

度
R
1
3
年

度
R
1
4
年

度
R
6
年

度
R
7
年

度
R
8
年

度
R
9
年

度
R
1
0
年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

そ
の

他

計

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

R
1
4
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

R
7
年

度
R
8
年

度
R
9
年

度
R
1
0
年

度
R
1
1
年

度
R
1
2
年

度
R
6
年

度

■
 漁

業
集

落
排

水
事

業
　

（
資

本
的

収
支

）

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

R
1
3
年

度

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

 

 


